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第１章 計画の基本方針 

 

１ 計画の趣旨 

 三戸町では、平成２０年度から高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号。以下「法」という。）に基づく特定健康診査（以下「特定健診」

という。）及び特定保健指導を開始し、被保険者の生活習慣病の早期発見、予防

による健康保持増進及び生活の質の向上を図り、ひいては中長期的な医療費の

適正化に取り組んできました。 

  事業の実施に当たっては、平成２０年３月に「第１期三戸町特定健診等実施

計画」を、平成２５年３月には５か年計画の「第２期三戸町特定健診等実施計

画」を策定しています。 

  さらに、平成２９年３月には、国保データベースシステム（以下「ＫＤＢ」

という。）により、特定健診の結果やレセプトデータを活用し、本町の被保険者

の健康状態、疾患構成、医療費の現状の把握や健康課題を明確にし、その課題

に対して、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業を実施する

ため「第１期データヘルス計画（三戸町国民健康保険保健事業実施計画）」を策

定しています。 

  この度、「第２期三戸町特定健診等実施計画」及び「第１期データヘルス計画」

の計画期間が満了となることから、両計画を新たに策定するものです。 

なお、策定に当たっては、保健事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導

の実施計画である「第３期三戸町特定健診等実施計画」を「第２期データヘル

ス計画」の一部と位置付け、一体的に策定します。 

 

２ 計画策定の背景 

  国民健康保険の保険者は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第

８２条第４項に基づき、特定健康診査及び特定保健指導のほか、同条第１項に

規定する健康教育、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要

な事業（以下「保健事業」という。）を行うように努めなければならないことと

されています。 

  近年、生活環境の変化や高齢化の進展に伴って、疾病に占める生活習慣病の

割合が増えてきていることから、被保険者本人が自らの生活習慣の問題点を発

見し、意識してその特徴に応じた生活習慣の改善に継続的に取り組み、それを

保険者が支援していくことが必要です。このような生活習慣の改善に向けた取

組は、個々の被保険者の生涯にわたる生活の質の維持及び向上に大きく影響し、

ひいては、医療費全体の適正化にも資するものです。 
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  また、特定健康診査の実施や診療報酬明細書等（以下「レセプト等」という。）

の電子化の進展、ＫＤＢ等の整備により、保険者が健康や医療に関する情報を

活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤の整

備が進んでいます。 

  こうした中、「日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）においても、

「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者

の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、

事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うこ

とを推進する。」とされ、保険者はレセプト等を活用した保健事業を推進するこ

ととされました。 

  これまでも、保険者においては、レセプト等の統計資料等を活用することに

より、「特定健診等実施計画」の策定や見直し、その他の保健事業を実施してき

たところですが、今後は、さらなる被保険者の健康保持増進に努めるため、保

有しているデータを活用しながら、被保険者をリスク別に分けてターゲットを

絞った保健事業の展開や、集団全体に対して普及啓発を行うポピュレーション

アプローチから重症化予防まで網羅的に保健事業を進めていくことなどが求め

られています。 

 

３ 計画の期間 

  計画の期間は、法に定める「第３期三戸町特定健診等実施計画」との整合性

を勘案し、２０１８年度から２０２３年度までの６年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期データヘルス計画及び 

第３期特定健診等実施計画 

2018～2023 年度 

第１期データヘルス計画 

2017 年度 

第２期特定健診等実施計画 

2013～2017 年度 
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４ 他の計画との関係 

 

（１）三戸町総合振興計画 

   計画は、三戸町総合振興計画を上位計画とする分野計画です。したがって、

三戸町総合振興計画との整合性が保たれています。 

 

（２）健康さんのへ２１（健康増進計画） 

   健康さんのへ２１は、町民を対象に、町民と行政が一緒になって健康づく

りを推進するものです。計画は、健康さんのへ２１計画と調和が図られてい

ます。 

 

（３）三戸町介護保険事業計画・高齢者福祉計画 

   三戸町介護保険事業計画・高齢者福祉計画は、三戸町が推進する高齢者福

祉施策の基本的な方向を定め、その実現に向けての総合的な取組方針を明ら

かにするものです。計画は、三戸町介護保険事業計画・高齢者福祉計画と調

和が図られています。 

 

５ 計画の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｐｌａｎ（計画） 
データ分 析 に基 づく事 業 の立 案  

（１）健 康 課 題 、事 業 目 的 の明 確 化  

（２）目 標 設 定  

（３）費 用 対 効 果 を考 慮 した事 業 選 択  

ア 加 入 者 に対 する全 般 的 ・個 別 的 な情 報 提 供  

イ 特 定 健 診 ・特 定 保 健 指 導 等  

ウ 重 症 化 予 防  

 Ｄｏ（実施） 
事 業 の実 施  

 Ｃｈｅｃｋ（評価） 
データ分 析 に基 づく効 果 測 定 ・評 価  

 Ａｃｔ（改善） 
次 サイクルに向 けての修 正  
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第２章 三戸町の現状と考察 

 

１ 三戸町の現状 

（１）人口の推移 

   人口は急速に減少しています。特に１５歳未満の人口が大きく減少してお

り、平成２７年には、昭和６０年の３分の１以下になっています。 
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図１-１ 年齢階級別人口の推移（出典：国勢調査）
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（２）高齢化率の推移 

   老年人口（６５歳以上）の増加率は非常に大きく、年少人口の著しい減少

が高齢率の上昇に拍車をかけています。 

 

 

 

 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

三戸町 13.5% 17.0% 21.7% 25.8% 29.9% 33.3% 37.4%

青森県 10.4% 12.9% 16.0% 19.5% 22.7% 25.8% 30.1%

国 10.3% 12.1% 14.6% 17.4% 20.2% 23.0% 26.6%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

図２ 高齢化率の推移（出典：国勢調査）
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（３）平均寿命と健康寿命 

   平均寿命と健康寿命いずれも、男女ともに国、青森県を下回っています。

平均寿命と健康寿命の差は、男性が１３．１歳、女性が１９．３歳で、男性

よりも女性のほうが、その差が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.2歳

64.2歳

63.9歳

79.6歳

77.3歳

77.0歳

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

国

青森県

三戸町

図３-１ 平均寿命と健康寿命（男性）

（出典：ＫＤＢ「平成２７年度地域の全体像の把握」）
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国

青森県

三戸町

図３-２ 平均寿命と健康寿命（女性）

（出典：ＫＤＢ「平成２７年度地域の全体像の把握」）
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（13 .1 歳 ） 

（13 .1 歳 ） 
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（４）死因別死亡者数・死亡率（人口１０万人対） 

   平成２７年の三戸町の死因別死亡者数をみると、「悪性新生物」、「心疾患（高

血圧性を除く）」、「脳血管疾患」、「肺炎」の順に上位となっている。 

   また、死亡率では、ほとんどの死因で、国や青森県を上回っている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死  因  三戸町 青森県 国  

悪性新生物 
死亡者数（人） 42 5,035 370,131 

死亡率 414.4 385.9 295.2 

糖尿病 
死亡者数（人） 2 239 13,307 

死亡率 19.7 18.3 10.6 

心疾患 

（ 高 血 圧 性 を 除 く ）  

死亡者数（人） 26 2,582 195,933 

死亡率 256.5 197.9 156.3 

脳血管疾患 
死亡者数（人） 20 1,706 111,875 

死亡率 197.3 130.7 89.2 

肺炎 
死亡者数（人） 19 1,766 120,846 

死亡率 187.5 135.3 96.4 

肝疾患 
死亡者数（人） 1 187 15,630 

死亡率 9.9 14.3 12.5 

腎不全 
死亡者数（人） 2 375 24,532 

死亡率 19.7 28.7 19.6 

老衰 
死亡者数（人） 9 1,027 84,755 

死亡率 88.8 78.7 67.6 

不慮の事故 
死亡者数（人） 7 493 38,195 

死亡率 69.1 37.8 30.5 

自殺 
死亡者数（人） 1 267 23,121 

死亡率 9.9 20.5 18.4 
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国

青森県

三戸町

28.91%

29.36%

23.20%
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15.06%

14.36%
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9.95%

11.05%

9.44%

10.30%

10.50%

1.22%

1.09%

0.55%

1.92%

2.19%

1.10%

6.62%

5.99%

4.97%

2.98%

2.87%

3.87%

1.81%

1.56%

0.55%

22.03%

20.24%

28.73%

図４ 平成２７年死因別割合

（出典：青森県保健統計年報、人口動態統計）

悪性新生物 糖尿病 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患
肺炎 肝疾患 腎不全 老衰
不慮の事故 自殺 その他
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（５）標準化死亡比 

   平成２３年から平成２７年の標準化死亡比によると、男性については、糖

尿病（２７３．５）、女性については、子宮がん（２３６．２）及び不慮の事

故（１７４．０）が際立って高い状況にあります。 

 

  ※『標準化死亡比』とは、地域の年齢構成による死亡数の差を解消し、地域別

及び死因別に全国水準と比較したものです。標準化死亡比が、１００を上回

ると全国水準よりも死亡率が高く、１００を下回ると全国水準よりも死亡率

が低いということがわかります。 

 

区分  悪性新生物  

総数  胃  肝臓  肺  子宮  大腸  

青森県  191.1 126.0 106.7 116.4  134.5 

三戸町  98.4 92.2 65.4 63.3  115.0 

       

区分  糖尿病  心疾患（※） 脳血管疾患  肺炎  肝疾患   

青森県  142.9 118.9 138.4 132.4 114.4  

三戸町  273.5 130.0 150.5 130.6 58.1  

       

区分  腎不全  老衰  不慮の事項  自殺    

青森県  158.1 110.4 112.7 120.5   

三戸町  115.9 77.2 131.9 81.4   

※心疾患は、高血圧を除く  

0.0
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腎不全

老衰

不慮の事故

自殺

青森県

三戸町

悪性新生物 部位別

男性

総数
図５ 平成２３年から２７年標準化死亡比

（出典：青森県健康福祉政策課）
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区分  悪性新生物  

総数  胃  肝臓  肺  子宮  大腸  

青森県  109.7 109.7 96.9 95.5 110.8 122.9 

三戸町  110.0 68.0 45.3 133.6 236.2 117.6 

       

区分  糖尿病  心疾患（※） 脳血管疾患  肺炎  肝疾患   

青森県  132.5 108.9 122.6 116.8 110.9  

三戸町  140.1 107.5 116.0 133.4 117.2  

       

区分  腎不全  老衰  不慮の事項  自殺    

青森県  137.7 100.7 88.4 96.1   

三戸町  46.0 92.5 174.0 141.1   

※心疾患は、高血圧を除く  
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２ 三戸町国民健康保険の現状 

（１）被保険者数の推移 

   被保険者数は近年、減少傾向にあります。どの年齢層も減少しています。

特に３９歳以下の減少数が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）被保険者の年齢構成 

   被保険者の年齢構成は、三戸町全体の人口構成も反映して、６０歳以上の

割合が特に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 H24 H25 H26 H27 H28 

■70 歳以上 674 人  678 人  700 人  623 人  606 人  
■60～69 歳 1,345 人  1,314 人  1,289 人  1,290 人  1,217 人  
■50～59 歳 747 人  674 人  607 人  555 人  497 人  
■40～49 歳 475 人  434 人  416 人  384 人  355 人  
■39 歳以下 1,137 人  1,030 人  906 人  818 人  708 人  
合   計  4,378 人  4,130 人  3,918 人  3,670 人  3,383 人  

19.3%

25.3% 22.8% 25.9% 29.0% 33.0%

71.0% 73.9%

15.3%

18.0% 18.3% 18.7% 22.8%

26.3%

65.9%

73.3%

16.2% 18.4% 19.8% 17.9%

24.3%
24.0%

58.1%

83.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳

図７ 平成２７年度被保険者数の年齢構成

（出典：ＫＤＢ「平成２７年度被保険者構成」）
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図６ 被保険者数の推移（出典：三戸町住民福祉課資料）
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３ 保健事業の課題（平成２８年度実績） 

事 業 名  

（ 担 当 課 ）  
⽬   的  実 施 状 況 （ 実 績 ）  課 題 と 考 察  

医 療 費 適 正 化  

事 業  

（ 住 ⺠ 福 祉 課 ） 

被 保 険 者 の 健 康 及

び 医 療 に 対 す る 認 識

の 向 上 を 図 る 。  

【 医 療 費 通 知 】  

9 ,367 件 （ 年 6 回 ） ※ 9,299 世 帯  

平 均 ： 1 ,561 件 ／ 1 回  

【 通 知 内 容 】  

受 診 者 ⽒ 名 、 医 療 機 関 、 医 療 費 等  

 

医 療 費 に 対 す る 意 識 向 上

や 適 正 受 診 促 進 の 効 果 が 明

確 で な い こ と か ら 、 さ ら に

直 接 的 な ア プ ロ ー チ の ⽅ 法

を 検 討 す る 。  

後 発 医 薬 品  

推 進 事 業  

（ 住 ⺠ 福 祉 課 ） 

ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬

品 の 普 及 に よ る 医 療

費 の 節 減 を 図 る 。  

【 差 額 通 知 】  

209 件 （ 年 2 回 ）  

平 均 105 件 ／ 1 回  

【 通 知 内 容 】  

医 薬 品 名 、 削 減 で き る ⾃ ⼰ 負 担 額  

【 数 量 シ ェ ア 】  

64 .4％ （ H26 ）、 69 .3％ （ H2 7）、  

74 .0％ （ H28 ）  

 

数 量 シ ェ ア は 着 実 に 上 昇

し て お り 継 続 し て 実 施 す

る 。  

ま た 、 受 診 者 へ の 通 知 に

に 加 え て 、 医 療 機 関 等 へ の

利 用 促 進 の 周 知 を 実 施 す

る 。  

特 定 健 康 診 査  

事 業  

（ 健 康 推 進 課 ） 

被 保 険 者 の 健 康 状

態 を 把 握 し 、⽣ 活 習 慣

病 の 早 期 発 ⾒ と 予 防

に つ な げ る 。  

【 集 団 検 診 】 7 月 〜 12 月 の 1 2 ⽇ 間  

【 個 別 健 診 】 ７ 月 〜 ３ 月  

【 周 知 ⽅ 法 】  

各 世 帯 に 個 別 に 受 診 案 内 を 通 知 、  

未 受 診 者 へ の 再 勧 奨  

【 ⾃ ⼰ 負 担 額 】 無 料  

【 受 診 率 】 29.7 ％  

男 性 （ 40 〜 64 歳 ） → 21.6％  

男 性 （ 65 〜 74 歳 ） → 33.2％  

⼥ 性 （ 40 〜 64 歳 ） → 29.0％  

⼥ 性 （ 65 〜 74 歳 ） → 35.0％  

 

全 体 的 に 受 診 率 が 低 く 、

特 に 40 歳 代 、 50 歳 代 の 受

診 率 が 低 い 。  

受 診 し や す い 環 境 の 整 備

や 未 受 診 者 へ の 直 接 的 な ア

プ ロ ー チ の ⽅ 法 を 検 討 す

る 。  

特 定 保 健 指 導  

事 業  

（ 健 康 推 進 課 ） 

特 定 保 健 指 導 対 象

者 に 対 し 、⽣ 活 習 慣 の

改 善 を 促 し 、⽣ 活 習 慣

病 を 予 防 す る 。  

【 実 施 ⽅ 法 】  

対 象 者 に 案 内 通 知 （ 教 室 参 加 勧 奨 ）  

【 ⾃ ⼰ 負 担 】 な し  

【 積 極 的 ⽀ 援 】  

⻘ 森 県 総 合 健 診 セ ン タ ー へ の  

業 務 委 託 （ 3 回 ／ 年 ）  

【 動 機 づ け ⽀ 援 】  

健 診 結 果 説 明 、⽣ 活 習 慣 改 善 に 向 け た

指 導（ 初 回 面 接 及 び 6 か 月 後 の 電 話 評

価 を 実 施 ）（ 11 回 ／ 年 ）  

【 特 定 保 健 指 導 利 用 率 】 57.0 ％  

【 積 極 的 ⽀ 援 】  

利 用 者 ： 17 人 （ 参 加 率 ： 42.5％ ）  

【 動 機 づ け ⽀ 援 】  

利 用 者 ： 40 人 （ 参 加 率 ： 66.7％ ）  

 

積 極 的 ⽀ 援 対 象 者 の 参 加

率 が 低 い こ と か ら 、 参 加 し

や す い 体 制 や 実 施 ⽅ 法 に つ

い て 検 討 す る 。  

ま た 、 継 続 し て 特 定 保 健

指 導 の 対 象 と な っ て い る 人

も い る こ と か ら （ 改 善 が さ

れ て い な い 。）、 よ り 効 果 的

な 保 健 指 導 の 内 容 や 実 施 ⽅

法 に つ い て 検 討 す る 。  

健 康 教 室 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ） 

地 区 組 織 及 び ⺠ 間

団 体 と 連 携 し 、地 区 全

体 で 健 康 づ く り 及 び

健 康 に 関 す る ⽣ 活 習

慣 の 改 善 に 取 り 組 む 。 

保 健 協 ⼒ 員 の 企 画 、 地 区 組 織 及 び  

⾷ ⽣ 活 改 善 推 進 員 の 要 望 に よ る 開 催  

【 実 施 時 期 】 11 月 〜 3 月  

【 周 知 ⽅ 法 】  

保 健 協 ⼒ 員 等 に よ る チ ラ シ の 配 布  

及 び 回 覧  

【 開 催 回 数 ・ 人 数 】 40 回 、 9 97 人  

 

保 健 協 ⼒ 員 に よ る 健 康 教

室 が 開 催 さ れ て い な い 地 区

が あ る 。 ま た 、 参 加 者 が 固

定 化 さ れ 、 若 年 者 の 参 加 が

少 な い 。  

保 健 協 ⼒ 員 の 各 地 区 複 数

名 配 置 や ⽀ 援 体 制 の 強 化 を

図 る 。  

内 容 等 を ⾒ 直 し て 、 継 続

す る 。  
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事 業 名  

（ 担 当 課 ）  
⽬   的  実 施 状 況 （ 実 績 ）  課 題 と 考 察  

健 康 相 談 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ） 

心 ⾝ の 健 康 に 関 す

る 個 別 の 相 談 に 応 じ 、

必 要 な 指 導 及 び 助 言

を ⾏ い 、家 庭 に お け る

健 康 管 理 を 図 る 。  

【 総 合 健 康 相 談 】  

地 区 及 び 組 織 団 体 の 依 頼 に よ る 健 康

教 育 と の 同 時 開 催  

【 重 点 健 康 相 談 】  

病 態 別 に 対 象 者 を 選 定  

【 総 合 健 康 相 談 】  

開 催 回 数 ： 19 回 、 参 加 人 数 ： 305 人  

【 重 点 健 康 相 談 】  

肝 炎 ウ イ ル ス 及 び 肝 機 能 軽 度 異 常 者

を 対 象 に 実 施  

開 催 回 数 ： 7 回 、 参 加 人 数 ： 1 9 人  

 

健 康 教 室 と 同 時 開 催 の た

め 、 総 合 健 康 相 談 の 参 加 者

が 、固 定 さ れ て い る 。ま た 、

重 点 健 康 相 談 は 健 康 課 題 に

特 化 し た 取 り 組 み が で き て

い な い 。  

内 容 等 を ⾒ 直 し て 、 継 続

す る 。  

人 間 ド ッ ク ・  

脳 ド ッ ク  

事 業  

（ 健 康 推 進 課 ） 

受 診 の 機 会 を 確 保

し 、疾 病 の 早 期 発 ⾒ 及

び 早 期 治 療 並 び に 健

康 管 理 の 意 識 向 上 を

図 る 。  

業 務 委 託 に よ り 実 施  

（ 人 間 ド ッ ク ２ 実 施 機 関 、脳 ド ッ ク は

実 施 １ 機 関 ）  

【 ⾃ ⼰ 負 担 ⾦ 】  

人 間 ド ッ ク と も に 脳 ド ッ ク 10 ,000 円  

※ 三 ⼾ 町 国 保 加 入 者  

【 実 施 期 間 】 6 月 〜 3 月  

【 対 象 者 】 35 歳 以 上  

【 受 診 者 数 】  

人 間 ド ッ ク :281 人  

脳 ド ッ ク :90 人  

 

人 間 ド ッ ク 及 び 脳 ド ッ ク

の 利 用 者 数 は 前 年 度 と 比 較

し て 、 増 加 し た 。  

内 容 の 充 実 を 図 り 、 継 続

す る 。  

が ん 検 診 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ） 

が ん の 早 期 発 ⾒ 及

び 早 期 治 療 、ま た 、医

療 費 の 削 減 や 死 亡 率

の 低 下 に つ な げ る 。  

【 複 合 検 診 】 7 月 〜 12 月 の 1 2 ⽇ 間  

【 婦 人 科 検 診 】10 月 〜 11 月 の 4 ⽇ 間  

【 個 別 検 診 】 6 月 〜 3 月  

【 ⾃ ⼰ 負 担 額 】  

肺 が ん 検 診 :500 円  

胃 が ん 検 診 :1 ,500 円  

⼤ 腸 が ん 検 診 :500 円  

乳 が ん 検 診  

＜ ﾏﾝﾓｸ ﾞ ﾗ ﾌ ｨ :800 円 ＞  

＜ 視 触 診 :800 円 ＞  

＜ ﾏﾝﾓｸ ﾞ ﾗ ﾌ ｨ＋ 視 触 診 :1 ,500 円 ＞  

⼦ 宮 が ん 検 診 :1 ,500 円  

※ 20 歳 〜 34 歳 は 無 料  

【 受 診 率 （ 受 診 者 数 ）】  

肺 が ん :22 .5% （ 1,077 人 ）  

胃 が ん :10 .3% （ 495 人 ）  

⼤ 腸 が ん :18 .8% （ 904 人 ）  

乳 が ん :17 .9% （ 514 人 ① ＋ ② － ③ ）  

① H27 年 度 受 診 者 数 255 人  

② H28 年 度 受 診 者 数 287 人  

③ 2 年 連 続 受 診 者 数 28 人  

⼦ 宮 が ん :16 .6% （ 511 人 ① ＋ ② － ③ ）  

① H27 年 度 受 診 者 数 249 人  

② H28 年 度 受 診 者 数 346 人  

③ 2 年 連 続 受 診 者 数 84 人  

 

 

 

 

 

前 年 度 に 比 較 し て 、 ⼦ 宮

頸 が ん 検 診 の 受 診 率 が 、 高

く な っ て い る 。  

ま た 、 ⼦ 宮 頸 が ん 検 診 及

び 乳 が ん 検 診 の 受 診 者 数 が

増 加 し て い る 。  

そ れ 以 外 の 各 が ん 検 診

は 、 受 診 率 及 び 受 診 者 数 と

も に 前 年 度 を 下 回 っ た 。  

受 診 し や す い 環 境 の 整 備

や 未 受 診 者 へ の 直 接 的 な ア

プ ロ ー チ の ⽅ 法 を 検 討 す

る 。  
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事 業 名  

（ 担 当 課 ）  
⽬   的  実 施 状 況 （ 実 績 ）  課 題 と 考 察  

健 康 づ く り  

チ ャ レ ン ジ  

事 業  

（ 健 康 推 進 課 ） 

町 ⺠ ⾃ ら が 参 加 し 、

健 康 管 理 へ の 意 識 向

上 や 健 康 づ く り へ の

継 続 的 な 実 践 を 習 慣

づ け る こ と で 、⽣ 活 習

慣 病 を 予 防 し 、町 ⺠ の

健 康 増 進 を 図 る 。  

【 実 施 期 間 】 9 月 〜 11 月  

【 実 施 内 容 】  

・ 実 施 期 間 内 に お け る 歩 数 計 測  

・ 効 果 の 評 価 （ ⾜ 指 ⼒ 測 定 ）  

・ 記 念 品 の 贈 呈  

・ 表 彰 （ 最 多 歩 数 、 ⾜ 指 ⼒ 向 上 値 上 位

者 、 最 高 齢 者 ）  

【 参 加 者 数 】 25 人  

参 加 予 定 者 を 50 人 と ⾒

込 ん で い た が 、 そ れ を 下 回

っ た 。  

参 加 し や す い 体 制 の 整 備

を 検 討 す る 。  

 

元 気 あ っ ぷ  

教 室 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ） 

高 齢 者 の 介 護 予 防

を 推 進 す る 。  

【 実 施 内 容 】  

・ 対 象 者 が 運 動 器 、 ⼝ 腔 、 認 知 機 能 、

栄 養 の ４ つ コ ー ス か ら 選 択  

・ コ ー ス に よ り 、 保 健 師 、 看 護 師 、 栄

養 ⼠ 、⻭ 科 衛 ⽣ ⼠ 、ス ポ ー ツ 推 進 委

員 等 が 従 事 し 教 室 を 運 営  

【 対 象 者 】 ⽼ 人 ク ラ ブ ２ ５ 団 体  

【 実 施 回 数 】 21 回  

（ 内 訳 ： 運 動 器 4 回 、⼝ 腔 9 回 、認 知

機 能 5 回 、 栄 養 3 回 ）  

【 参 加 者 数 】 202 人  

 

各 ⽼ 人 ク ラ ブ で 、 元 気 あ

っ ぷ 教 室 を 実 施 し た 。  

い き い き 百 歳 体 操 に よ る

住 ⺠ 主 体 の 「 通 い の 場 」 を

設 置 す る 地 区 を 増 や し 、 本

教 室 を 「 通 い の 場 」 の 活 動

内 容 に 整 理 統 合 す る 。  

地 域 づ く り に

よ る 介 護 予 防

活 動 ⽀ 援 事 業

（ い き い き 百

歳 体 操 に よ る

「 通 い の 場 」づ

く り ）  

 

（ 健 康 推 進 課 ） 

住 ⺠ 主 体 の 介 護 予

防 活 動 を 拡 ⼤・充 実 さ

せ 、高 齢 者 の 健 康 づ く

り 及 び 介 護 予 防 が 図

ら れ る 地 域 づ く り を

進 め る 。  

【 実 施 内 容 】  

・ リ ー ダ ー の 養 成  

・ い き い き 百 歳 体 操 の 実 施  

・ 体 ⼒ 測 定  

・ リ ハ 職 の 運 動 指 導  

・「 通 い の 場 」 運 営 ⽀ 援  

【 対 象 】  

住 ⺠ 主 体 の「 通 い の 場 」を 設 置 し た い

と 希 望 す る 町 内 会  

【 リ ー ダ ー 養 成 】 31 人  

【 地 区 数 】 14 地 区 （ 新 規 7 、 継 続 7） 

【 実 施 回 数 】 462 回  

【 参 加 者 数 】 4,455 人  

 

新 規 に 6 地 区 が 増 え 、 全

13 地 区 と な っ た 。ま た 、実

施 地 区 の ６ ５ 歳 以 上 高 齢 者

の 10.1 ％ が 参 加 し て い る 。 

し か し 、 全 町 高 齢 者 の

7.1 ％ で あ り 、 10 ％ を ⽬ 指

し て 、 取 り 組 み 地 区 を 増 や

す 。  
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第３章 基本分析による現状把握 

 

１ 医療費データの分析 

（１）国保の医療費の概要 

ア 医療費（総額）の推移 

   医療費の総額、一人当たりの医療費ともに増加傾向にあります。 

 

 【医療費（総額）の推移】 

（出 典 :「国 保 医 療 費 の動 向 （国 保 中 央 会 ）」及 び「国 民 健 康 保 険 事 業 状 況 報 告 」）  

項    目  平 成 24 年 度  平 成 25 年 度  平 成 26 年 度  平 成 27 年 度  

医 療 費 （百 万 円 ） 1 ,161  1 , 173  1 , 194  1 , 225  

 伸 率  ― 1 .0％ 1 .8％ 2 .6％ 

＜参 考 伸 率 ＞ 

市 町 村 国 保  

青 森 県  ― ▲0.0％ ▲1 .7％ 1 .4％ 

国  ― 1 .2％ 0 .4％ 1 .8％ 

  

【被保険者一人当たりの推移】 

（出 典 :「国 保 医 療 費 の動 向 （国 保 中 央 会 ）」及 び「国 民 健 康 保 険 事 業 状 況 報 告 」）  

項    目  平 成 24 年 度  平 成 25 年 度  平 成 26 年 度  平 成 27 年 度  

医 療 費 （円 ） 265 ,189  283 ,950  304 ,747  333 ,787  

 伸 率  ― 7 .1％ 7 .3％ 9 .5％ 

＜参 考 伸 率 ＞ 

市 町 村 国 保  

青 森 県  ― 3 .8％ 2 .9％ 6 .4％ 

国  ― 3 .0％ 2 .9％ 5 .2％ 
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

265,189 

283,950 

304,747 

333,787 

293,481 
304,524 

313,245 

333,393 

311,899 
321,378 

330,628 

347,801 

図８ 一人当たり医療費の推移
（出典：「国保医療費の動向」（国保中央会）及び「国民健康保険事業報告」）

三戸町

青森県

国

（単位：円）
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（２）医療費の割合 

ア 疾病分類別医療費の割合（大分類） 

  入院では「循環器」、「新生物」、「精神」、「腎尿路生殖器」、外来では「内分

泌」、「循環器」、「筋骨格」、「腎尿路生殖器」の割合が大きくなっています。 

国や青森県と比較すると、入院、外来いずれも「腎尿路生殖器」、入院では

「精神」、外来では「内分泌」の割合が大きいことが特徴となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 主 な 分 類 に 含 ま れ る 疾 病 名 例 ＞  

・ 循 環 器 → 高 血 圧 、 狭 心 症 、 脳 内 出 血 、 脳 梗 塞 、 動 脈 硬 化 等  

・ 内 分 泌 → 糖 尿 病 、 高 脂 血 症 、 脂 質 異 常 症 等  

・新 生 物 → 悪 性 新 生 物（ 胃 が ん 、大 腸 が ん 等 ）、白 血 病 、良 性 新 生 物（ 子 宮 筋 腫 ）等  

・ 精 神 → 統 合 失 調 症 、 う つ 病 等  

・ 筋 骨 格 → 骨 粗 し ょ う 症 、 関 節 疾 患  

・ 腎 尿 路 生 殖 器 → （ 急 性 ・ 慢 性 ） 腎 炎 、 腎 不 全 等  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国

青森県

三戸町

19%

19%

18%

19%

21%

18%

15%

14%

18%
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7%

7%

6%

5%

7%

6%

6%

6%

8%

7%

4%

17%

16%

13%

図９－１ 大分類別医療費（入院）

（出典：ＫＤＢ「平成２７年度疾病別医療費分析」）

循環器 新生物 精神 腎尿路生殖器 消化器 損傷中毒 呼吸器 筋骨格 その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国

青森県
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15%

15%

18%

15%

17%

16%

9%

10%

13%

10%

9%

12%

10%

11%
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7%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

5%

16%

15%

11%

図９－２ 大分類別医療費（外来）

（出典：ＫＤＢ「平成２７年度疾病別医療費分析」）

内分泌 循環器 筋骨格 腎尿路生殖器 新生物 呼吸器 消化器 精神 眼 その他
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イ 疾病分類別医療費（細小分類） 

 (ｱ) 疾病別医療費（入院） 

入院医療費においては、「統合失調症」や生活習慣病の悪化が要因のひと

つとなる「慢性腎不全（透析あり）」が高額となっています。また、循環器

系の「狭心症」、「心筋梗塞」、「脳梗塞」、「脳出血」といった、生活習慣病

に関連する疾病が高位にあります。 

（出 典 ：ＫＤＢ「平 成 ２７年 度 医 療 費 分 析 （１）最 小 分 類 」）    

 

 

(ｲ) 疾病別医療費（外来） 

    外来医療費では、「糖尿病」、「高血圧症」、「慢性腎不全（透析あり）」とい

った生活習慣病に関連する疾病が高額となっています。 

（出 典 ：ＫＤＢ「平 成 ２７年 度 医 療 費 分 析 （１）最 小 分 類 」）    

 

 

順位 疾病名 大分類 医療費 

１  統合失調症 精神  60,533,730 

２  慢性腎不全（透析あり） 腎尿路生殖器 30,279,580 

３  骨折  損傷  17,318,670 

４  うつ病 精神  10,777,430 

５  大腸がん 新生物 8,822,590 

６  関節疾患 筋骨格 8,226,520 

７  狭心症 循環器 7,618,230 

８  心筋梗塞 循環器 7,435,250 

９  脳梗塞 循環器 7,262,280 

10 脳出血  循環器 7,139,780 

順位  疾病名 大分類 医療費 

１  糖尿病 内分泌 79,235,870 

２  高血圧症 循環器 66,235,400 

３  慢性腎不全（透析あり） 腎尿路生殖器 57,214,560 

４  関節疾患 筋骨格 30,733,390 

５  脂質異常症 内分泌 28,980,680 

６  骨粗しょう症 筋骨格 24,999,960 

７  不整脈 循環器 19,403,610 

８  統合失調症 精神  15,088,580 

９  うつ病 精神  14,290,180 

10 乳がん  新生物 12,462,710 
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132,175 
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301,827 
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477,174 

317,582 

501,705 

図１０－１ 年齢階層別一人当たり医療費

（出典：ＫＤＢ「医療費の状況（平成２７年度累計）」

（３）被保険者一人当たり医療費 

ア 年齢階層別一人当たり医療費  

  年齢階層別一人当たりの医療費は、１０歳代以降、年齢とともに増加する

傾向があります。また、６０歳から６４歳及び７０歳以上の層の医療費が高

額となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  疾病分類別被保険者一人当たりの医療費（中分類における上位１０分類） 

  中分類による医療費の上位１０分類において、一人当たりの医療費が最も

高いのは「腎不全」で、次いで「その他の悪性新生物」「統合失調症、統合失

調症型障害及び妄想性障害」の順となっています。 

 

 

 

 

0 100,000 200,000 300,000 400,000

その他の消化器系の疾患※6

その他の神経系の疾患※5

その他の内分泌、栄養及び代謝障害※4

その他の呼吸器系の疾患※3

その他の悪性新生物※2

その他の心疾患※1

高血圧性疾患

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

糖尿病

腎不全

50,475 

45,426 

21,476 

85,726 

239,052 

74,424 

18,619 

115,454 

35,617 

388,762 

図１０-２ 中分類別一人当たり医療費

（出典：ＫＤＢ「疾病別医療費分析（中分類）（平成２７年度累計）」）

※ 1 そ の 他 心 疾 患 ： う っ 血 性 心 不 全 、 心 房 細 動 等  

※ 2 そ の 他 の 悪 性 新 生 物 ： 食 道 が ん 、 舌 が ん 等  

※ 3 そ の 他 の 呼 吸 器 系 の 疾 患 ： 呼 吸 不 全 、 肺 真 菌 症 等  

※ 4 そ の 他 の 内 分 泌 、 栄 養 及 び 代 謝 障 害 ： 副 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 、 副 甲 状 腺 機 能 低 下 症 等  

※ 5 そ の 他 の 神 経 系 の 疾 患 ： 自 律 神 経 失 調 症 、 自 律 神 経 障 害 等  

※ 6 そ の 他 の 消 化 器 系 の 疾 患 ： 消 化 管 出 血 、 術 後 腸 閉 塞 等  

（単 位 ：円 ） 

（単 位 ：円 ） 
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図１１－１ 年齢階層別生活習慣病保有者一人当たりの医療費（入院）

（出典：ＫＤＢ「平成２５～２７年度疾病別医療費分析（生活習慣病）」）

H25

H26

H27

（４）生活習慣病と医療費 

ア 年齢階層別生活習慣病保有者一人当たりの医療費 

   生活習慣病保有者一人当たりの医療費については、入院または外来いずれ

においても、年齢階層による増減はあまり見られず、横ばいに近くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単 位 ：円 ） 
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図１１－２ 年齢階層別生活習慣病保有者一人当たりの医療費（外来）

（出典：ＫＤＢ「平成２５～２７年度疾病別医療費分析（生活習慣病）」）
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（単 位 ：円 ） 
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イ 生活習慣病等受診状況（レセプト一件当たりの外来・入院単価） 

   生活習慣病の医療費は、入院で見ると「心疾患」、「悪性新生物」、「動脈硬

化症」、「脳血管疾患」が高額となっています。外来では、「悪性新生物」、「糖

尿病」が高額となっています。 

（出 典 ：ＫＤＢ「平 成 ２７年 度 疾 病 別 医 療 費 分 析 （生 活 習 慣 病 ）」）     

 

 

（５）ジェネリック医薬品の使用状況（数量ベース） 

   ジェネリック医薬品の使用割合は、増加傾向にあります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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H29.06
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72.7%

68.4%

23.5%

23.1%

27.3%

31.6%

図１２ ジェネリック医薬品の使用状況（出典：国保総合システム「医薬品内訳表」）

後発医薬品 代替可能先発品

 入院（円／件） 外来（円／件） 

糖尿病 264,817 34,529 

高血圧症 169,588 18,368 

脂質異常症 41,770 18,673 

動脈硬化症 757,097 27,448 

脳血管疾患 533,410 23,202 

心疾患 940,843 28,395 

悪性新生物 793,188 74,250 
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図１４ 介護給付額

（出典：国保連 介護保険の実態）

介護給付額（総額） 一人当たりの介護給付額

２ 介護データの分析 

（１）要介護認定率 

   認定者数、認定率ともに増加傾向にありましたが、平成２７年度に減少に

転じています。 

 

（２）介護給付費 

介護給付費は、総額及び一人当たりの給付額ともに増加傾向にありましたが、

平成２７年度に減少に転じています。 
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要支援２ 55 54 51 50

要介護１ 137 153 154 161

要介護２ 210 225 237 208

要介護３ 157 156 161 179

要介護４ 150 154 155 137

要介護５ 178 162 143 129

図１３ 要介護認定率

（出典：KDB「地域の全体像の把握」）
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（３）要介護者の有病状況と医療費 

   要介護認定者の有病状況を見ると「高血圧症」、「心臓病」、「筋・骨格」の

割合が多くなっています。国や青森県と比較すると、「精神」と「アルツハイ

マー病」の割合が多くなっています。 

 

 

   また、要介護者の医療費が国や青森県に比較して高く、認定を受けていな

い者との差も大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糖尿病 高血圧症
脂質異常

症
心臓病 脳疾患 がん 筋・骨格 精神

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ

病

三戸町 15.9% 47.5% 19.4% 51.5% 25.5% 6.6% 40.1% 36.5% 21.5%

青森県 21.0% 51.8% 25.3% 57.7% 26.9% 8.4% 46.1% 35.4% 17.4%

国 21.4% 49.7% 27.3% 56.7% 25.4% 9.8% 48.9% 33.8% 16.9%
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図１５ 要介護者の有病状況

（出典：ＫＤＢ「平成２７年度地域の全体像の把握」）
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図１６ 要介護者と認定なし者の医療費比較

（出典：ＫＤＢ「平成２７年度地域の全体像の把握」）
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（単 位 ：円 ） 
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３ 健診データの分析 

（１）特定健康診査の実施状況 

ア 特定健康診査の年齢別・男女別受診率の推移 

   特定健診受診率は、目標の６０％にほど遠い状況です。また、男性よりも

女性が高い傾向にあります。 
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図１７-１ 受診率推移

（出典：国保連「特定健診・特定保健指導実施結果集計表」）
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図１７-２ 年齢別特定健診受診率（男性）

（出典：国保連「Ｈ27特定健診・特定保健指導実施結果集計表」）
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50～54歳
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65～69歳

70～74歳

図１７-３ 年齢別特定健診受診率（女性）

（出典：国保連「Ｈ27特定健診・特定保健指導実施結果集計表」）

対象者数

受診者数

（１７,３％） 

（１７．５％） 

（２６．１％） 

（２０ ,５％） 

（２８ ,８％） 

（２９ ,６％） 

（３１ ,９％） 

（３２ ,７％） 

（３２ ,８％） 

（３１ ,１％） 

（３６ ,２％） 

（２８ ,３％） 

（２７ ,４％） 

（１７ ,９％） 

（単 位 ：人 ） 

（単 位 ：人 ） 

※（  ）内 は受 診 率  

（単 位 ：人 ） 

※（  ）内 は受 診 率  



- 23 - 
 

 また、受診率の低さに加え、初回受診率も低い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  健診受診者と未受診者の医療 

   健診受診者の医療費に比較して、健診未受診者の医療費のほうが高額とな

っています。 

 

健 診 受 診 者 、未 受 診 者 における生 活 習 慣 病 等 一 人 あたり医 療 費 （単 位 ：円 ） 

平 成 ２ ７ 年 度  

入 院 ＋ 外 来  

健診受診者 健診未受診者 

三戸町 青森県 国 三戸町 青森県 国 

① 1,281 2,436 2,760    

②     12,516 12,900 11,775 

③  3,829 6,515 7,942    

④     37,420 34,503 33,890 

 ①健診受診者の生活習慣病医療費総額／健診対象者数 

 ②健診未受診者の生活習慣病医療費総額／健診対象者数 

③健診受診者の生活習慣病医療費総額／健診対象者数（生活習慣病患者数） 

④健診未受診者の生活習慣病医療費総額／健診対象者数（生活習慣病患者数） 

 

（出 典 ：ＫＤＢ「健 診 ・医 療 ・介 護 データからみる地 域 の健 康 課 題 」） 
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28.0%

16.3% 15.4%

26.8%

19.1%

16.1%

図１７-４ 初回受診率

（出典：ＫＤＢ「地域の全体像の把握」）

三戸町

青森県

国
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ウ 特定保健指導実施状況 

  三戸町の特定保健指導修了者の割合は、積極的支援、動機づけ支援のいず

れも男女ともに、青森県の平均を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※終 了 者 の割 合 （青 森 県 平 均 ） 

＜男 性 ＞ 積 極 的 支 援 ：２３．７％  動 機 づけ支 援 ：４４．４％ 

＜女 性 ＞ 積 極 的 支 援 ：２８．３％  動 機 づけ支 援 ：５０．７％ 

※ 

 

（単 位 ：人 ） 

26

8

35

30

0 10 20 30 40

動機づけ支援

積極的支援

図１８－１ 平成２７年度特定保健指導修了者数（男性）

（出典：国保連 特定保健指導実施状況）

対象者

終了者

（単 位 ：人 ） 

24

2

35

5

0 10 20 30 40

動機づけ支援

積極的支援

図１８－２ 平成２７年度特定保健指導終了者数（女性）

（出典：国保連 特定保健指導実施状況）

対象者

終了者

（終 了 者 の割 合 ：２６．７％） 

（終 了 者 の割 合 ：７４．３％） 

（終 了 者 の割 合 ：４０．０％） 

（終 了 者 の割 合 ：６８．６％） 
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（２）特定健康診査・特定保健指導の結果分析 

ア メタボ該当者及び予備群の状況 

  三戸町のメタボ該当者・予備群の割合を、男女で比較すると男性のほうが

多くなっています。女性は、男性に比べると少ないものの、国や青森県と比

較すると多い状況になります。 

また、非肥満高血糖者は国や青森県と比較して、少なくなっています。 
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2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

三戸町 青森県 国

8.1% 10.1% 9.3%

図２０ 非肥満高血糖者の状況

（出典：ＫＤＢ「平成２７年度地域の全体像の把握」）
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青森県

国
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30.0%

三戸町 青森県 国

21.9%

25.2% 26.5%

18.5% 16.2% 17.1%

図１９-１ メタボ該当者・予備群の状況（男性）

（資料：ＫＤＢ「平成２７年度地域の全体像の把握」）

メタボ該当者

メタボ予備群
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20.0%
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三戸町 青森県 国

10.3% 9.4% 9.2%8.0%

6.6% 5.8%

図１９-２ メタボ該当者・予備群の状況（女性）

（資料：ＫＤＢ「平成２７年度地域の全体像の把握」）

メタボ該当者

メタボ予備群
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イ 健診有所見者状況 

   男女ともに「ＬＤＬコレステロール」、「収縮期血圧」、「血糖」、「腹囲」、「Ｂ

ＭＩ」の割合が多い傾向にあります。 

特に「血糖」と「ＢＭＩ」の割合は、男女ともに、国や青森県よりも多く

なっています。 
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45.7%

32.8%

21.4%

44.5%

47.7%

47.3%

6.5%

20.8%

21.8%

45.6%

32.8%
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ＡＬＴ

中性脂肪

腹囲
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図２１-１ 健診有所見者状況（男性・年齢調整）

（出典：ＫＤＢ「平成２７年度健診有所見者状況」）
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腹囲
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図２１-２ 健診有所見者状況（女性・年齢調整）

（出典：ＫＤＢ「平成２７年度健診有所見者状況）

三戸町

青森県

国
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 ウ  生活習慣の状況 

   国や青森県と比較して、男女ともに「生活改善意欲あり」、「生活改善意欲

なし」のどちらの割合も多いほか、「１回３０分以上の運動習慣なし」、「１日

１時間以上運動なし」「週３回以上就寝前に夕食」の割合も多くなっています。 

また、男女別に見ると、男性が、「喫煙あり」、女性が、「飲酒しない」の割

合が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 健康課題と目的・目標 

35.0%

26.1%

4.6%

44.3%

45.8%

31.0%

46.4%

56.7%

29.4%

11.3%

21.5%

25.0%

18.1%

9.9%

37.4%

44.8%

24.5%

13.5%

32.9%

48.1%

26.4%

48.6%

61.0%

37.9%

14.5%

24.4%

26.9%

17.2%

11.6%

43.7%

48.6%

32.3%

12.8%

35.7%

41.7%

29.8%

51.3%

69.6%

42.8%

16.9%

30.3%

28.2%

9.3%

8.3%

37.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

生活習慣改善意欲なし

生活習慣改善意欲あり

1日飲酒量3合以上

1日飲酒量1合未満

毎日飲酒する

飲酒しない

1日1時間以上運動なし

１回30分以上の運動習慣なし

食べる速度が速い

週3回以上夕食後に間食

週3回以上就寝前に夕食

喫煙あり

脂質異常症の服薬

糖尿病の服薬

高血圧症の服薬

図２２－１ 質問票調査の状況（男性・年齢調整）

（資料：平成２７年度ＫＤＢ「質問票調査の状況」）
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図２２－２ 質問票調査の状況（女性・年齢調整）

（資料：平成２７年度ＫＤＢ「質問票調査の状況」）
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第４章 健康課題と目的・目標 

 

１ 健康課題の抽出 

 

 

 

医

療

費

デ

ー

タ 

・ 被 保 険 者 一 人 当 た り の 医 療 費 が 増 加 傾 向 に あ る 。  

・ 疾 病 別 医 療 費 （ ⼤ 分 類 ） に つ い て 、 国 や ⻘ 森 県 と

比 較 す る と 、入 院 で は「 腎 尿 路 ⽣ 殖 器 」と「 精 神 」、

外 来 で は 「 腎 尿 路 ⽣ 殖 器 」 と 「 内 分 泌 」 の 割 合 が

⼤ き い こ と が 分 か る 。  

・ 疾 病 別 医 療 費 （ 細 小 分 類 ） で は 「 慢 性 腎 不 全 （ 透

析 あ り ）」 が 入 院 で 第 ２ 位 、 外 来 で 第 ３ 位 と 高 額 に

な っ て い る 。 ま た 、 外 来 で は 「 糖 尿 病 」、「 高 ⾎ 圧

症 」 や 「 脂 質 異 常 症 」 と い っ た ⽣ 活 習 慣 病 が 上 位

を 占 め て い る 。  

・ 疾 病 別 医 療 費 （ 中 分 類 ） の 一 人 当 た り の 医 療 費 で

は 「 そ の 他 悪 性 新 ⽣ 物 」 と 「 腎 不 全 」 が 高 額 と な

っ て い る 。  

 

 ・ ⽣ 活 習 慣 病 の 早 期 発 ⾒ と 早 期

治 療 の た め 、 予 防 対 策 を 強 化

す る 。 特 に 糖 尿 病 を 重 要 健 康

課 題 に 位 置 づ け 、 特 定 健 診 の

受 診 勧 奨 、 ⾷ ⽣ 活 や 運 動 に よ

る ⽣ 活 習 慣 の 改 善 を ⽀ 援 し 、

発 症 と 重 症 化 の 予 防 に 取 り 組

む 。  

・ が ん の 早 期 発 ⾒ と 早 期 治 療 の

た め 、 が ん 検 診 や 精 密 検 査 の

未 受 診 者 に 対 し 、 受 診 勧 奨 を

強 化 す る 。  

 

介

護

デ

ー

タ 

・ 要 介 護 認 定 者 の 有 病 状 況 の 全 体 的 な 傾 向 は 、 国 や

⻘ 森 県 と 比 較 し て も 同 様 で あ る が 、 国 や ⻘ 森 県 と

比 較 し て 「 精 神 」 や 「 ア ル ツ ハ イ マ ー 病 」 の 割 合

が ⼤ き い 。  

・ 要 介 護 者 の 医 療 費 は 、 認 定 を 受 け て い な い 者 と 比

較 し て 、 お よ そ ２ 倍 に な っ て い る 。  

 

 ・ 高 齢 者 の 介 護 予 防 を 推 進 す る

た め 、 介 護 予 防 活 動 の 充 実 と

高 齢 者 の 健 康 づ く り 及 び 介 護

予 防 が 図 ら れ る 地 域 づ く り に

取 り 組 む 。  

健

診

デ

ー

タ 

・ 特 定 健 診 の 受 診 率 は 、 全 体 と し て 低 い 状 況 で 、 特

に 男 性 の 64 歳 以 下 、 ⼥ 性 の 54 歳 以 下 が 低 い 。  

・ 特 定 保 健 指 導 （ 積 極 的 ⽀ 援 ） で は 、 男 ⼥ と も に 終

了 者 の 割 合 が 少 な い 。  

・ メ タ ボ 該 当 者 ・ 予 備 群 で は 、 特 に 男 性 の 割 合 が 高

く な っ て い る 。  

・ 健 診 有 所 ⾒ 者 状 況 で は 、 国 や ⻘ 森 県 と 比 較 し て 、

男 ⼥ と も に 「 Ｂ Ｍ Ｉ 」、「 ⾎ 糖 」 の 有 所 ⾒ 者 の 割 合

が ⼤ き い 。  

・ 男 ⼥ と も に 国 や ⻘ 森 県 と 比 較 し て 「 週 ３ 回 以 上 就

寝 前 に 夕 ⾷ 」、「 １ ⽇ ３ ０ 分 以 上 の 運 動 習 慣 な し 」、

「 １ ⽇ １ 時 間 以 上 運 動 な し 」 の 割 合 が ⼤ き い 。  

・「 ⽣ 活 習 慣 改 善 意 欲 な し 」の 割 合 が 男 ⼥ と も に 40％

以 上 な っ て い る 。  

 

 ・ 健 診 を 受 診 し や す い 環 境 の 整

備 を す す め る 。  

・ 受 診 申 込 み の な い 対 象 者 に 対

し て 直 積 的 な ア プ ロ ー チ （ 電

話 に よ る 個 別 受 診 勧 奨 ） を 実

施 す る 。  

・ 健 診 デ ー タ の 分 析 結 果 に 基 づ

い た 効 果 的 な 保 健 指 導 を 実 施

す る 。  

・ 保 健 協 ⼒ 員 、 地 区 組 織 や ⺠ 間

団 体 と の 連 携 を 強 化 し 、 ⽣ 活

習 慣 の 改 善 に 取 り 組 む 。  

 

そ

の

他 

・ 男 ⼥ と も 平 均 寿 命 、 健 康 寿 命 が 短 い 。  

・ 標 準 化 死 亡 比 で は 、 男 性 の 糖 尿 病 、 ⼥ 性 の ⼦ 宮 が

ん の 数 値 が 特 に 高 い 。  

 

 ・ 短 命 県 の 背 景 を 広 報 や イ ベ ン

ト 等 で 周 知 し 、 健 康 づ く り へ

の 関 心 を 高 め る 。  

・ 健 康 管 理 へ の 意 識 向 上 や 健 康

づ く り へ の 継 続 的 な 実 践 を 習

慣 づ け る た め 、 取 り 組 み や す

い 運 動 と し て「 ウ ォ ー キ ン グ 」

を 推 奨 す る 。  

 

 

 

基 本 分 析 に よ る 現 状 把 握 か ら ⾒ え る

主 な 健 康 課 題  
対 策 の 方 向 性  
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２ 目的・目標の設定 

 

目  的 

「健康寿命の延伸」を目標に一人ひとりが健

康に関心を持って、自ら良い生活習慣を実践

し、生活習慣病の発生と重症化の予防に取り

組むことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課  題 

・医療費の上位を占めるのは「糖

尿病」、「高血圧症」「腎不全（透

析あり）」といった生活習慣病が

主である。 

・特定健診やがん検診の受診率が

全体的に低く、さらに若い世代

になるほど、顕著である。 

・健診データによると「生活習慣

の改善意欲なし」の割合が多い

など、自己の健康づくりに対す

る意識を向上させる取組が必要

である。 

・男女ともに平均寿命、健康寿命

が短い。 

・標準化死亡比では、男性の「糖

尿病」、女性の「子宮がん」の数

値が極端に高い。 

 

目  標 

・糖尿病を重要健康課題に位置づ

け、予防対策の強化による、糖

尿病の発症や重症化の予防に取

り組む。 

・特定健診、がん検診及び特定保

健指導の実施体制の整備や対象

者への直接的なアプローチによ

り、受診率や利用率（特定保健

指導終了者の割合を含む。）を向

上させるとともに特定保健指導

終了者の次年度以降における検

査値の改善を図る。 

・健康づくりへの意識向上を目的

とした積極的なアプローチと普

及啓発に取り組む。 

・健康づくりへの継続的な実践を

支援するための取組（「健康づく

りチャレンジ事業」「地域づくり

による介護予防活動支援事業」

など）を推進する。 
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３ 保健事業の目的・目標・評価指標 

（１）特定健診事業・特定保健指導事業（第３期特定健診等実施計画） 

 ア  特定健診・特定保健指導 

   特定健診及び特定保健指導は、第２期データヘルス計画における保健事業

の中核をなすものであり、他の保健事業計画とは別に「第３期三戸町特定健

診等実施計画」として、この計画に位置付けます。 

   特定健診等実施計画に記載すべき事項は、国の「特定健康診査及び特定保

健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（以下「基本指針」

という。）に規定されています。 

 

イ 目的 

   特定健診及び特定保健指導は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予

防し、生活改善を図ることを目的に、メタボリックシンドロームに着目した

健康診査（特定健診）を行い、その結果から生活習慣病のリスクの高い者を

抽出し、対象者に対して生活習慣の改善のための保健指導（特定保健指導）

を実施するものです。 

 (ｱ) 生活習慣病対策を講じる必要性 

不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣は、やがて高血圧症、糖

尿病、脂質異常症、肥満症等の発症を招き、通院や投薬が始まり、生活習慣

の改善がないままであれば、虚血性心疾患や脳血管疾患等の重篤な疾患の発

症に至ることになります。 

データの分析から、本町では、生活習慣病に関連する疾病が、医療費の上

位となっており、生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防対策を

進め、生活習慣病を予防することができれば、被保険者の健康維持及び生活

の質の向上を図るだけでなく、医療費の伸びを抑制することにも繋がります。 

 (ｲ) メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目する意義 

    糖尿病当の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が

関与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、

虚血性心疾患、脳血管疾患等の重篤な疾患の発症リスクが高くなります。そ

のため、適度な運動やバランスのとれた食事の定着など生活習慣の改善を行

うことにより、それらの発症リスクの低減を図ることが可能となります。 

     メタボリックシンドロームに着目することにより、高血糖・脂質異常・高

血圧といったリスクが、血管を損傷し、臓器への障害へ移行し、健康障害が

発生していく、という生活習慣と疾病発症との関係性を理解しやすいものと

し、生活習慣の改善に向けて明確な動機付けができるようになります。 
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ウ 目標値の設定 

   基本指針に目標値に即し、また、健康さんのへ２１（健康増進計画）の目

標値を勘案し、計画最終年度の目標値を、特定健診受診率６０％、特定保健

指導実施率８５％とし、それを達成するための各年度の目標数値を次のとお

り設定します。 

 2018 年度  2019 年度  2020 年度  2021 年度  2022 年度  2023 年度  

特定健診  ３５％  ４０％  ４５％  ５０％  ５５％ ６０％ 

特定保健指導 ６０％  ６５％  ７０％  ７５％  ８０％  ８５％ 

 

エ 対象者 

   ４０歳～７４歳の被保険者数（年度末年齢） 

  ①  特定健診対象者数及び受診者数（見込み） 

 2018 年度  2019 年度  2020 年度  2021 年度  2022 年度  2023 年度  

40 歳～64 歳  1,008 910 821 740 666 598 

65 歳～74 歳  1,241 1,250 1,259 1,268 1,277 1,287 

合計  2,249 2,160 2,080 2,008 1,943 1,885 

受診者数 788 864 936 1,004 1,069 1,131 

 

  ②  特定保健指導該当者数及び利用者数（見込み）                                                                      

 2018 年度  2019 年度  2020 年度  2021 年度  2022 年度  2023 年度  

動機付け支援 67 74 79 86 91 96 

積極的支援 39 43 47 50 53 57 

合計  106 117 126 136 144 153 

利用者数 64 77 89 102 116 131 

 

オ  実施方法 

  ①  特定健診 

概    要  

 実 施 期 間  （ 集 団 ） ７ 月 ・ １ ０ 月 〜 翌 年 １ ２ 月 の う ち １ ２ ⽇ 間  

（ 個 別 ） ６ 月 〜 翌 年 ３ 月  

実 施 場 所  

（ 実 施 機 関 ）  

（ 集 団 ） 町 内 の 地 区 毎 に 実 施  

（ 個 別 ） ２ か 所 の 健 診 実 施 機 関 で 実 施  

費 用 （ ⾃ ⼰ 負 担 額 ）  無  料  

周 知 ⽅ 法  ・ 対 象 者 に 受 診 案 内 を 送 付 す る 。  

・ 町 ホ ー ム ペ ー ジ  

・ 広 報 紙 等 （ 広 報 さ ん の へ 、 ⾏ 政 回 覧 等 ）  
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健 診 項 ⽬ （ 基 本 項 ⽬ 、 詳 細 項 ⽬ 及 び 町 独 ⾃ の 追 加 項 ⽬ を 受 診 者 全 員 に 実 施 ）  

 

基 本 項 ⽬  

診 察  

問 診  

⾝ ⻑ 、 体 重 、 Ｂ Ｍ Ｉ 、 腹 囲  

理 学 的 所 ⾒ （ ⾝ 体 診 察 ）  

⾎ 圧  

脂 質 検 査  

中 性 脂 肪  

Ｈ Ｄ Ｌ コ レ ス テ ロ ー ル  

Ｌ Ｄ Ｌ コ レ ス テ ロ ー ル  

肝 機 能 検 査  

Ａ Ｓ Ｔ （ Ｇ Ｏ Ｔ ）  

Ａ Ｌ Ｔ （ Ｇ Ｐ Ｔ ）  

γ-Ｇ Ｔ Ｐ  

⾎ 糖 検 査  空 腹 時 ⾎ 糖  

尿 検 査  
尿 糖  

尿 蛋 ⽩  

追 加 項 ⽬ （ 町 独 ⾃ の 項 ⽬ ）  
ヘ モ グ ロ ビ ン Ａ １ ｃ  

尿 中 塩 分  

詳 細 項 ⽬  

貧 ⾎ 検 査  

赤 ⾎ 球 数  

⾎ ⾊ 素 量  

ヘ マ ト ク リ ッ ト 値  

腎 機 能 検 査  ⾎ 清 ク レ ア チ ニ ン  

心 電 図 検 査  

眼 底 検 査  

 

  ②  特定保健指導 

概    要  

 実 施 期 間  初 回 面 接 か ら ３ か 月 間 、 実 績 評 価 の 最 終 期 限 は 、 特 定 健 診 実 施 年

度 の 翌 年 度 ま で と す る 。  

（ 動 機 づ け 支 援 ）「 メ タ ボ 撃 退 教 室 」 を 年 １ ５ 回 開 催  

（ 積 極 的 支 援 ）「 お な か す っ き り 教 室 」 を 年 ３ 回 開 催  

実 施 場 所  

（ 実 施 機 関 ）  

（ 動 機 づ け 支 援 ） 三 戸 町 保 健 セ ン タ ー 、 各 地 区 会 館 等  

（ 積 極 的 支 援 ） 三 戸 町 保 健 セ ン タ ー で 、 １ か 所 の 保 健 指 導 実 施 機 関

が 実 施  

費 用 （ 自 己 負 担 額 ）  無  料  

周 知 方 法  ・ 対 象 者 に 通 知 （ 郵 送 ・ 電 話 ）  

・ 町 ホ ー ム ペ ー ジ  

・ 広 報 紙 等 （ 広 報 さ ん の へ 、 行 政 回 覧 等 ）  
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特 定 保 健 指 導 判 定 基 準 （ 階 層 化 ）  

 

腹   囲  

追 加 リ ス ク  

④ 喫 煙 歴  

対   象  

① 血 糖  ② 脂 質  

③ 血 圧  
40 歳 ～ 64 歳  65 歳 ～ 74 歳  

男 性 ８ ５ ｃ ｍ 以 上  

女 性 ９ ０ ｃ ｍ 以 上  

２ つ 以 上 該 当  ―  
積 極 的 支 援  

 

１ つ 該 当  
あ り  

な し  動 機 づ け 支 援  

上 記 以 外 で  

Ｂ Ｍ Ｉ  

２ ５ 以 上  

３ つ 該 当  ―  
積 極 的 支 援  

 

２ つ 該 当  
あ り  

な し  
動 機 づ け 支 援  

１ つ 該 当  ―  

（追加リスク項目） 

①血糖  空腹時血糖１００ｍｇ／ｄｌ以上またはヘモグロビンＡ１ｃ５．２％以上 

②脂質  中性脂肪１５０ｍｇ／ｄｌ以上または 

○○○ ＨＤＬコレステロール４０ｍｇ／ｄｌ未満 

③血圧  収縮期血圧１３0ｍｍＨｇ以上または拡張期血圧８５ｍｍＨｇ以上 

 

特 定 保 健 指 導 内 容 表 （ 動 機 付 け ⽀ 援 ）  

 種 類  時 期  形 態  計   画  

初 回  

面 接  

健 診 後  

１ か 月 後  

面 接  ① ⽣ 活 習 慣 改 善 の 必 要 性 に つ い て の 説 明  

・ ⽣ 活 習 慣 と 健 診 結 果 の 関 係 に つ い て  

・ メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム や ⽣ 活 習 慣 病 に 関 す る 知 識  

・ ⽣ 活 習 慣 の 振 り 返 り  

・ ⽣ 活 習 慣 が 及 ぼ す 影 響  

② ⽣ 活 習 慣 を 改 善 す る メ リ ッ ト と 現 在 の ⽣ 活 を 続 け る デ メ リ ッ

ト に つ い て  

③ 栄 養 や 運 動 習 慣 等 の 改 善 に 必 要 な 指 導  

④ ⽣ 活 習 慣 改 善 の た め の ⽀ 援  

・ ⾏ 動 ⽬ 標 や 評 価 時 期 の 設 定  

・ 必 要 な 社 会 資 源 の 紹 介 や 有 効 活 用  

⑤ 体 重 や 腹 囲 の 計 測 ⽅ 法 の 説 明  

評 価  ３ か 月 後  電 話  ① ⾝ 体 状 況 や ⽣ 活 習 慣 に 変 化 が ⾒ ら れ た か 確 認 及 び 評 価 を ⾏ う 。  

② ⾏ 動 ⽬ 標 に 対 し て の ⾃ ⼰ 評 価  

③ 体 重 及 び 腹 囲 の ⾃ ⼰ 申 告  

④ 実 施 報 告 書 の 作 成  
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特 定 保 健 指 導 内 容 表 （ 積 極 的 ⽀ 援 ）  

 種 類  時 期  形 態  計   画  

初 回  

面 接  

健 診 後  

１ か 月 後  

面 接  ① ⽣ 活 習 慣 改 善 の 必 要 性 に つ い て の 説 明  

・ ⽣ 活 習 慣 と 健 診 結 果 の 関 係 に つ い て  

・ メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム や ⽣ 活 習 慣 病 に 関 す る 知 識  

・ ⽣ 活 習 慣 の 振 り 返 り  

・ ⽣ 活 習 慣 が 及 ぼ す 影 響  

② ⽣ 活 習 慣 を 改 善 す る メ リ ッ ト と 現 在 の ⽣ 活 を 続 け る デ メ リ ッ

ト に つ い て  

③ 栄 養 や 運 動 習 慣 等 の 改 善 に 必 要 な 指 導  

④ ⽣ 活 習 慣 改 善 の た め の ⽀ 援  

・ ⾏ 動 ⽬ 標 や 評 価 時 期 の 設 定  

・ 必 要 な 社 会 資 源 の 紹 介 や 有 効 活 用  

⑤ 体 重 や 腹 囲 の 計 測 ⽅ 法 の 説 明  

継 続  

的 な  

⽀ 援  

１ か 月 後  電 ⼦  

ﾒｰﾙ 

① 達 成 記 録 票 の 回 収  

② ⾏ 動 ⽬ 標 を 達 成 す る た め の 具 体 的 な ⽀ 援  

２ か 月 後  電 ⼦  

ﾒｰﾙ 

① 達 成 記 録 票 の 回 収  

② ⾏ 動 ⽬ 標 を 達 成 す る た め の 具 体 的 な ⽀ 援  

2 か 月  

半 後  

電 話  ① ⾏ 動 ⽬ 標 の 達 成 確 認  

② 励 ま し ⽀ 援  

③ 次 回 ⽀ 援 ⽇ の お 知 ら せ と 出 席 確 認  

３ か 月 後  面 接  ① 達 成 記 録 票 の 回 収  

② 体 重 、 腹 囲 、 ⾎ 圧 測 定  

③ 中 間 評 価  

評 価  ４ か 月 後  電 話  ① ⾝ 体 状 況 や ⽣ 活 習 慣 に 変 化 が ⾒ ら れ た か 確 認 及 び 評 価 を ⾏ う 。  

② ⾏ 動 ⽬ 標 に 対 し て の ⾃ ⼰ 評 価  

③ 体 重 及 び 腹 囲 の ⾃ ⼰ 申 告  

④ 実 施 報 告 書 の 作 成  
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 カ  事業展開（特定健診） 

   目標値を達成するために、方針に沿って様々な取組を連携させ、組み合わ

せて実施します。 

  ①  特定健診 

実 施 環 境 の 整 備  

 ・ 集 団 健 診 は 年 １ ２ 回 、 地 区 毎 に 、 そ の 地 区 の 会 場 を 利 用 し て 実 施 す る 。  

・ 休 ⽇ 健 診 を 実 施 す る 。  

・ 個 別 健 診 の 実 施 に よ り 通 年 で 健 診 が 受 け ら れ る 体 制 を 確 保 す る 。  

・ 各 が ん 検 診 と 同 時 に 実 施 す る 。  

・ 人 間 ド ッ ク を 実 施 す る 。  

・ 健 診 項 ⽬ を 充 実 す る 。  

※ 基 本 項 ⽬ に 加 え 、 詳 細 項 ⽬ 、 町 独 ⾃ の 追 加 項 ⽬ （ ヘ モ グ ロ ビ ン Ａ １ ｃ 、 尿 中 塩 分 ） を 、 全 受

診 者 を 対 象 に 実 施 す る 。  

受 診 率 向 上 の 取 組  

 受 診 勧 奨 （ 電 話 ）  

 対 象 者  健 診 受 診 の 申 込 み の な い ４ ０ 歳 代 及 び ５ ０ 歳 代 の 被 保 険 者  

期 ○ 間  地 区 毎 に 集 団 健 診 実 施 ⽇ の ４ 週 前 か ら １ 週 前 ま で  

内 ○ 容  健 診 の 有 用 性 や 受 診 ⽅ 法 等 を 対 話 に よ り 説 明 す る 。  

⽅ ○ 法  業 務 委 託 に よ り 実 施 す る 。（ 対 象 者 は 町 が 抽 出 す る 。）  

受 診 勧 奨 （ 通 知 ）  

 対 象 者  健 診 受 診 の 申 込 み の な い ４ ０ 歳 代 及 び ５ ０ 歳 代 の 被 保 険 者  

期 ○ 間  地 区 毎 に 集 団 健 診 実 施 ⽇ の ６ 週 前  

※ 電 話 勧 奨 の タ イ ミ ン グ と 連 携 さ せ 効 果 的 に 実 施 す る 。  

内 ○ 容  健 診 の 有 用 性 や 受 診 ⽅ 法 等 が 伝 わ る よ う 内 容 を 工 夫 す る 。  

⽅ ○ 法  郵 送 に よ り 実 施 す る 。  

健 康 ポ イ ン ト 付 与  

 対 象 者  全 町 ⺠  

期 ○ 間  ６ 月 か ら ３ 月 ま で  

内 ○ 容  特 定 健 診 の 受 診 者 に イ ン セ ン テ ィ ブ を 付 与 す る 。  

⽅ ○ 法  町 商 工 会 等 と 連 携 し 、地 元 商 店 街 の 買 い 物 で 使 用 で き る ポ イ ン ト を 健 診 受 診 者

に 付 与 す る 。  

広 報 ・ 啓 発 の 取 組  

 ポ ス タ ー 掲 示  町 公 共 施 設 、 町 内 医 療 機 関 、 町 内 事 業 所 な ど  

ホ ー ム ペ ー ジ  三 ⼾ 町 ホ ー ム ペ ー ジ で 特 定 健 診 の 詳 細 に つ い て 紹 介 す る 。  

広 報 紙 等  広 報 さ ん の へ 、 ⾏ 政 回 覧 な ど  
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  ②  特定保健指導 

実 施 環 境 の 整 備  

 ・ 動 機 づ け ⽀ 援 と し て 「 メ タ ボ 撃 退 教 室 」 を 年 １ ５ 回 開 催 す る 。  

 ※ 開 催 に 当 た っ て は 、 三 ⼾ 町 保 健 セ ン タ ー を は じ め 、 各 地 区 の 会 館 等 を 使 用 す る な ど 、 対 象 者

が 利 用 し や す い 環 境 づ く り に 配 慮 す る 。  

・ 積 極 的 ⽀ 援 と し て 「 お な か す っ き り 教 室 」 を 年 ３ 回 開 催 す る 。  

 ※ 業 務 委 託 に よ り 実 施 す る 。  

実 施 率 向 上 の 取 組  

 特 定 保 健 指 導 の 利 用 勧 奨 （ 電 話 ）  

 対 象 者  当 該 年 度 の 特 定 保 健 指 導 （ 積 極 的 ⽀ 援 、 動 機 付 け ⽀ 援 ） 対 象 者  

期 ○ 間  ６ 月 か ら 翌 年 ３ 月 ま で  

内 ○ 容  保 健 指 導 の 有 用 性 や 利 用 ⽅ 法 等 を 対 話 に よ り 説 明 す る 。  

⽅ ○ 法  町 健 康 推 進 課 職 員 が 対 象 者 に 電 話 す る 。  

特 定 保 健 指 導 の 利 用 勧 奨 （ 通 知 ）  

 対 象 者  当 該 年 度 特 定 保 健 指 導 （ 積 極 的 ⽀ 援 、 動 機 付 け ⽀ 援 ） 対 象 者  

期 ○ 間  ６ 月 か ら 翌 年 ３ 月 ま で  

※ 電 話 勧 奨 の タ イ ミ ン グ と 連 携 さ せ 効 果 的 に 実 施 す る 。  

内 ○ 容  保 健 指 導 の 有 用 性 や 利 用 ⽅ 法 等 が 伝 わ る よ う 内 容 を 工 夫 す る 。  

⽅ ○ 法  郵 送 に よ り 実 施 す る 。  

広 報 ・ 啓 発 の 取 組  

 ポ ス タ ー 掲 示  町 公 共 施 設 、 町 内 医 療 機 関 、 町 内 事 業 所 な ど  

ホ ー ム ペ ー ジ  三 ⼾ 町 ホ ー ム ペ ー ジ で 特 定 健 診 の 詳 細 に つ い て 紹 介 す る 。  

広 報 紙 等  広 報 さ ん の へ 、 ⾏ 政 回 覧 な ど  
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キ 取組の目標・評価指標 

  取組ごとに目標・評価指標を設定することにより、きめ細かな事業運営を図

り、目標値達成を目指します。 

 ① 特定健診 

⽬

標

・

評

価

指

標 

ス ト ラ ク チ ャ ー  

 ・ 対 象 者 ⾒ 込 み に 応 じ た 事 業 予 算 の 確 保  

・ 集 団 健 診 （ 1 か 所 以 上 の 実 施 機 関 ）、 個 別 健 診 （ 2 か 所 以 上 の 実 施 機 関 ）、 人 間 ド ッ ク （ 2

か 所 以 上 の 実 施 機 関 ） 及 び 電 話 に よ る 受 診 勧 奨 （ コ ー ル ・ リ コ ー ル ） の 業 務 委 託  

 

評 価 体 制 ・ ⽅ 法  健 康 推 進 課 と 住 ⺠ 福 祉 課 に よ る 話 し 合 い  

実 施 時 期  翌 年 度 ４ 月 〜 ５ 月  

プ ロ セ ス  

 ・ 事 業 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル の 適 正 管 理  

・ 評 価 指 標 の 設 定 及 び 達 成 状 況 を 踏 ま え た 事 業 評 価 の 実 施  

・ 商 工 会 等 と の 連 携  

 

評 価 体 制 ・ ⽅ 法  健 康 推 進 課 と 住 ⺠ 福 祉 課 に よ る 話 し 合 い  

実 施 時 期  翌 年 度 ４ 月 〜 ５ 月  

ア ウ ト プ ッ ト  

 ・ 電 話 に よ る 受 診 勧 奨 に 対 す る 受 診 者 数 の 割 合 10％ 以 上  

（ 受 診 者 数 50 人 ／ 受 診 勧 奨 対 象 者 数 500 人 ）  

・ 郵 送 に よ る 受 診 勧 奨  

（ 5,000 通 以 上 ）  

 

評 価 体 制 ・ ⽅ 法  事 業 実 績 値  

実 施 時 期  翌 年 度 ４ 月 〜 ５ 月  

ア ウ ト カ ム  

 ・ 特 定 健 診 受 診 率   

平 成 30 年 度 ： 35％  ＞ 平 成 31 年 度 ： 40％  ＞ 平 成 32 年 度 ： 45％  

＞ 平 成 33 年 度 ： 50％  ＞ 平 成 34 年 度 ： 55％  ＞ 平 成 35 年 度 ： 60％  

・ ⽣ 活 習 慣 病 の 早 期 発 ⾒ 及 び 重 症 化 予 防 に よ る 医 療 費 の 減 少  

・ 健 診 有 所 ⾒ 者 の 割 合 の 減 少  

 

評 価 体 制 ・ ⽅ 法  法 定 報 告 後 の 確 定 受 診 率 及 び 事 業 実 績  

実 施 時 期  翌 年 度 10 月 下 旬  
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  ②  特定保健指導 

⽬

標

・

評

価

指

標 

ス ト ラ ク チ ャ ー  

 ・ 対 象 者 ⾒ 込 み に 応 じ た 事 業 予 算 の 確 保  

・ 特 定 保 健 指 導 （ 積 極 的 ⽀ 援 ） の 業 務 委 託  

 

評 価 体 制 ・ ⽅ 法  健 康 推 進 課 と 住 ⺠ 福 祉 課 に よ る 話 し 合 い  

実 施 時 期  翌 年 度 ４ 月 〜 ５ 月  

プ ロ セ ス  

 ・ 事 業 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル の 適 正 管 理  

・ 評 価 指 標 の 設 定 及 び 達 成 状 況 を 踏 ま え た 事 業 評 価 の 実 施  

 

評 価 体 制 ・ ⽅ 法  健 康 推 進 課 と 住 ⺠ 福 祉 課 に よ る 話 し 合 い  

実 施 時 期  翌 年 度 ４ 月 〜 ５ 月  

ア ウ ト プ ッ ト  

 ・ 電 話 に よ る 利 用 勧 奨 に 対 す る 利 用 者 数 の 割 合 50％ 以 上  

（ 利 用 者 数 25 人 ／ 利 用 勧 奨 対 象 者 数 50 人 ）  

・ 郵 送 に よ る 利 用 勧 奨  

（ 100 通 以 上 ）  

 

評 価 体 制 ・ ⽅ 法  事 業 実 績 値  

実 施 時 期  翌 年 度 ４ 月 〜 ５ 月  

ア ウ ト カ ム  

 ・ 特 定 保 健 指 導 実 施 率   

平 成 30 年 度 ： 60％  ＞ 平 成 31 年 度 ： 65％  ＞ 平 成 32 年 度 ： 70％  

＞ 平 成 33 年 度 ： 75％  ＞ 平 成 34 年 度 ： 80％  ＞ 平 成 35 年 度 ： 85％  

・ 特 定 保 健 指 導 終 了 者 数 の 割 合 の 増 加  

・ 当 該 年 度 の 特 定 保 健 指 導 対 象 者 が 次 年 度 も 対 象 と な る 割 合 の 減 少  

 

評 価 体 制 ・ ⽅ 法  法 定 報 告 後 の 確 定 受 診 率 及 び 事 業 実 績  

実 施 時 期  翌 年 度 10 月 下 旬  
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（２）その他の保健事業 

   特定健診及び特定保健指導以外の保健事業についても、目的、概要、対象

者、評価指標や目標を設定します。 

 

＜その他の保健事業＞ 

○医療費適正化事業   

○後発医薬品推進事業 

○がん検診事業 

○人間ドック・脳ドック事業 

○歯周病検診事業 

○コール・リコール事業 

○健康づくりチャレンジ事業  

○健康教室事業 

○健康相談事業 

○糖尿病予防教室事業 

○元気あっぷ教室事業 

○地域づくりによる介護予防活動支援事業 

 

事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

医 療 費 適 正 化 事 業  

（ 住 ⺠ 福 祉 課 ・ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 被 保 険 者 の 健 康 及 び 医 療 に 対 す る 認 識 の 向 上 】  

・ 年 ６ 回 全 受 診 世 帯 へ 通 知 す る 。  

・ 国 保 連 か ら 提 供 さ れ る 重 複 多 受 診 者 一 覧 表 か ら 対 象 者 を 選 定 し 、 個 別 の 保 健 指 導 を

実 施 す る 。  

対  象  者  全 受 診 世 帯 及 び 重 複 多 受 診 者  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  
・ 全 受 診 世 帯 に 通 知 （ 年 ６ 回 、 ２ か 月 ご と ）  

・ 重 複 多 受 診 者 を 対 象 に 保 健 指 導 を 実 施 （ 随 時 ）  

ア ウ ト カ ム  ・ 一 人 当 た り 受 診 件 数 の 減 少  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

 

 

事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

後 発 医 薬 品 推 進 事 業  

（ 住 ⺠ 福 祉 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 の 普 及 に よ る 医 療 費 の 節 減 】  

・ 年 ２ 回 、 対 象 者 へ 通 知 す る 。  

・ 医 療 機 関 や 調 剤 薬 局 へ の 働 き か け  

対  象  者  全 対 象 者  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  
・ 全 対 象 者 に 通 知 （ 年 ２ 回 ）  

・ 医 療 機 関 や 調 剤 薬 局 へ の 働 き か け  

ア ウ ト カ ム  ・ 数 量 シ ェ ア :年 間 平 均 70％ 台 （ 前 年 度 比 で の 向 上 ）  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  
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事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

が ん 検 診 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 が ん の 早 期 発 ⾒ 及 び 早 期 治 療 】  

・ 特 定 健 診 と 併 せ た 集 団 健 診 を 年 １ ２ 回 （ う ち 休 ⽇ 健 診 １ 回 ） 実 施 す る 。  

・ 乳 が ん 検 診 、 ⼦ 宮 が ん 検 診 を 年 ４ 回 実 施 す る 。  

・ 個 別 健 診 を 実 施 す る こ と で 、 通 年 で 健 診 が 受 け ら れ る よ う 体 制 を 確 保 す る 。  

対  象  者  40 歳 以 上 （ 前 ⽴ 腺 が ん は 50 歳 以 上 、 ⼦ 宮 頸 が ん は 20 歳 以 上 ）  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  
・ 受 診 率 ： 胃 が ん 検 診 :20％ 、⼤ 腸 が ん 検 診 :25％ 、肺 が ん 検 診 :30％ 、

⼦ 宮 頸 が ん 検 診 :20％ 、 乳 が ん 検 診 :20％  

ア ウ ト カ ム  ・ が ん 死 亡 率 の 低 下  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

 

 

 

事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

人 間 ド ッ ク ・ 脳 ド ッ ク 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 疾 病 の 早 期 発 ⾒ 及 び 早 期 治 療 並 び に 健 康 管 理 の 意 識 向 上 】  

・ 業 務 委 託 契 約 に よ り 通 年 で 受 け ら れ る 体 制 を 確 保 す る 。  

対  象  者  40 歳 以 上 の 全 町 ⺠  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  ・ 実 施 人 数 ： ３ ０ ０ 人  

ア ウ ト カ ム  ・ が ん 死 亡 率 の 低 下  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

⻭ 周 病 検 診 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 ⻭ 周 疾 患 の 予 防 と 早 期 発 ⾒ を 推 進 し 、高 齢 期 に お い て も 健 康 で 快 適 な ⽣ 活 が 送 れ る よ

う ⽀ 援 す る 。】  

・ 町 内 の ⻭ 科 医 院 と の 業 務 委 託 契 約 に よ り 実 施 す る 。  

・ 対 象 者 に 対 し 、 無 料 受 診 券 を 送 付 す る 。  

対  象  者  40 歳 、 50 歳 、 60 歳 及 び 70 歳 の 町 ⺠  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  ・ 受 診 率 ： 10％ 以 上 （ 63 人 以 上 ／ 対 象 者 624 人 ）  

ア ウ ト カ ム  

・ 健 診 質 問 調 査 （ 町 独 ⾃ ）  

「 半 年 前 に 比 べ て 固 い も の が ⾷ べ に く く な っ た 」 の 割 合 ： 17％ 以 下  

「 お 茶 や 汁 物 等 で む せ る こ と が あ る 」 の 割 合 ： 10％ 以 下  

「 ⼝ の 渇 き が 気 に な る 人 」 の 割 合 ： 10％ 以 下  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

新 規 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

コ ー ル ・ リ コ ー ル 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 特 定 健 診 及 び 各 種 が ん 検 診 の 受 診 率 向 上 】  

・ 電 話 に よ る 個 別 受 診 勧 奨 を 実 施 す る 。（ 業 務 委 託 契 約 に よ り 実 施 ）  

・ 受 診 率 の 低 い 世 代 に 対 象 を 絞 り 実 施 す る 。  

対  象  者  被 保 険 者 者 （ 40〜 59 歳 ） で 、 受 診 申 込 み が な い 人  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  ・ 実 施 人 数 ： 500 人  

ア ウ ト カ ム  ・ 実 施 人 数 中 30％ 以 上 （ 150 人 以 上 ） の 受 診  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  
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事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

健 康 づ く り チ ャ レ ン ジ 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 町 ⺠ ⾃ ら が 参 加 し 、 健 康 管 理 へ の 意 識 向 上 や 健 康 づ く り へ の 継 続 的 な 実 践 を 習 慣 づ

け る こ と で 、 ⽣ 活 習 慣 病 を 予 防 し 、 町 ⺠ の 健 康 増 進 を 図 る 。】  

・ 取 り 組 み や す い ⾝ 体 運 動 と し て 、「 ウ ォ ー キ ン グ 」 を 推 奨 す る た め 、「 て く て く 歩 こ

う さ ん の へ ウ ォ ー キ ン グ 」を 実 施 す る 。（ 参 加 者 を 募 り 、４ か 月 間 の 歩 数 と ⾜ 指 ⼒ の

測 定 を ⾏ う 。）  

・ ク ア オ ル ト 体 験 の 開 催 （ ウ ォ ー キ ン グ の 普 及 啓 発 ）  

・ ウ ォ ー キ ン グ に 取 り 組 み や す い 環 境 を 整 備 す る 。  

・ 町 商 工 会 等 と 連 携 し 、健 康 な ま ち づ く り に 取 り 組 む 。（ サ ン カ ー ド ポ イ ン ト を 活 用 し

た 健 康 づ く り ポ イ ン ト の 付 与 な ど ）  

対  象  者  全 町 ⺠  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  

・ て く て く 歩 こ う さ ん の へ ウ ォ ー キ ン グ 参 加 者 数 ： 50 人 以 上  

・ ウ ォ ー キ ン グ マ ッ プ の 作 成  

・ ウ ォ ー キ ン グ コ ー ス の 整 備  

・ 健 康 づ く り ポ イ ン ト の 付 与  

ア ウ ト カ ム  
・ 健 診 質 問 調 査 で の 「 ⽣ 活 習 慣 改 善 意 欲 な し 」、「 １ 回 ３ ０ 分 以 上 の 運 動 習 慣

な し 」、「 １ ⽇ １ 時 間 以 上 運 動 な し 」 の 割 合 の 減 少  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

 

 

 

 

事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

健 康 教 室 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 町 ⺠ の 健 康 保 持 ・ 増 進 を 図 り 、 健 康 寿 命 の 延 伸 を め ざ す 。】  

・ 保 健 協 ⼒ 員 企 画 に よ り 、 地 区 組 織 （ 町 内 会 等 ） と の 連 携 に よ り 開 催 す る 。  

・ ⺠ 間 団 体 （ ま ち の 楽 校 等 ） と の 共 催  

・ ⾷ ⽣ 活 改 善 推 進 員 と 連 携 し て 取 り 組 む 。  

・ ⾷ 事 バ ラ ン ス ガ イ ド の 普 及 及 び 啓 発  

対  象  者  全 町 ⺠  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  
・ 全 ２ ４ 地 区 で の 開 催  

・ ⺠ 間 団 体 と の 共 催 ： 年 ３ 回  

ア ウ ト カ ム  ・ 健 診 有 所 ⾒ 者 の 割 合 の 減 少  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

健 康 相 談 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 町 ⺠ の 健 康 保 持 ・ 増 進 を 図 り 、 健 康 寿 命 の 延 伸 を め ざ す 。】  

・ 地 区 健 康 教 室 と 同 時 開 催 す る 。  

・ 健 康 イ ベ ン ト の 開 催 （ 保 健 セ ン タ ー に お い て 、 ⾎ 管 年 齢 及 び ⾻ 密 度 検 査 な ど を 実 施

し 、 そ の 結 果 に 応 じ て 保 健 師 及 び 栄 養 ⼠ が 健 康 相 談 を ⾏ う 。  

対  象  者  全 町 ⺠  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  
・ 全 ２ ４ 地 区 で の 開 催  

・ 健 康 増 進 イ ベ ン ト の 開 催 ： 年 ２ 回  

ア ウ ト カ ム  ・ 健 診 有 所 ⾒ 者 の 割 合 の 減 少  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  
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事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

元 気 あ っ ぷ 教 室 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 高 齢 者 の 介 護 予 防 の 推 進 】  

・ 運 動 器 、 認 知 機 能 、 栄 養 改 善 、 ⼝ 腔 、 権 利 擁 護 の 内 容 か ら 選 定 し 実 施 す る 。  

・ 栄 養 改 善 は 、 ⾷ ⽣ 活 改 善 推 進 員 （ つ く し の 会 ） に よ る 伝 達 講 習 を 併 催 す る 。  

対  象  者  通 い の 場 を 設 置 し て い な い ⽼ 人 ク ラ ブ （ ４ 団 体 ）  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  ・ 実 施 回 数 ： 1５ 回 以 上  

ア ウ ト カ ム  ・ 教 室 参 加 者 に お け る 要 介 護 認 定 率 ５ ％ 以 下  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

 

事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

地 域 づ く り に よ る 介 護 予 防 活 動 ⽀ 援 事 業  

（ い き い き 百 歳 体 操 に よ る 「 通 い の 場 」 づ く り ）（ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 住 ⺠ 主 体 の 介 護 予 防 活 動 を 充 実 さ せ 、 高 齢 者 の 健 康 づ く り 及 び 介 護 予 防 が 図 ら れ る

地 域 づ く り を 進 め る 。】  

・ 新 規 地 区 の ⽴ ち 上 げ 及 び 運 営 を ⽀ 援 す る 。  

・ 2〜 5 年 ⽬ の 「 通 い の 場 」 の 活 動 ⽀ 援 を 継 続 し 、 理 学 療 法 ⼠ 等 に よ る 運 動 指 導 、 元 気

あ っ ぷ 教 室 、 ゲ ー ト キ ー パ ー 養 成 研 修 等 を 組 み 入 れ る 。  

・ ２ 年 ⽬ 地 区 に「 か み か み 百 歳 体 操 」を 導 入 す る た め 、⻭ 科 衛 ⽣ ⼠ に よ る 実 技 指 導 を 、

3 年 ⽬ 地 区 に 「 し ゃ き し ゃ き 百 歳 体 操 」 を 導 入 す る た め 、 認 知 症 地 域 ⽀ 援 推 進 員 や

保 健 師 に よ る 健 康 教 育 等 を 実 施 す る 。  

対  象  者  「 通 い の 場 」 継 続 １ 9 地 区  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  

・ い き い き リ ー ダ ー 養 成 講 座 （ ３ ⽇ 間 コ ー ス を 1 回 ）  

・ 継 続 １ 9 地 区 に 対 す る 専 門 職 に よ る 活 動 ⽀ 援  

（ 保 健 師 1 回 ／ 月 ・ リ ハ ビ リ 職 1 回 ／ 年 ）  

・ い き い き 百 歳 体 操 交 流 会 ・ 研 修 会 （ 1 回 ／ 年 ）  

・ い き い き リ ー ダ ー 連 絡 会 （ 1 回 ／ 年 ）  

ア ウ ト カ ム  
・「 通 い の 場 」 20 地 区  

・ 要 介 護 認 定 者 数 の 減 少 及 び 要 介 護 認 定 率 の 低 下  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

 

 

事  業  名  

（ 担 当 課 ） 

糖 尿 病 予 防 教 室 事 業  

（ 健 康 推 進 課 ）  

⽬ 的 及 び  

概   要  

【 糖 尿 病 の 発 症 予 防 】  

・ 特 定 健 診 及 び 人 間 ド ッ ク 受 診 者 の う ち 、 対 象 者 と 判 定 さ れ た 者 に 通 知 し 、 教 室 へ の

参 加 を 促 す 。  

・ ⾷ ⽣ 活 及 び 運 動 に よ る ⽣ 活 習 慣 の 改 善 を ⽀ 援 す る 。  

（ 各 種 測 定 、 医 師 講 話 、 管 理 栄 養 ⼠ 及 び 保 健 師 に よ る 健 康 教 育 、 運 動 の 実 践 、 健 康 相

談 、 保 健 指 導 な ど ）  

対  象  者  
特 定 健 診 及 び 人 間 ド ッ ク の 受 診 者 の う ち 、40〜 74 歳 で 空 腹 時 ⾎ 糖 値 が 100〜 125 ㎎ /d l

ま た は 、 ヘ モ グ ロ ビ ン A1ｃ が 5.6〜 6.4%の 者 。  

指 標 及 び

⽬   標  

ア ウ ト プ ッ ト  ・ 年 ３ 回 開 催  

ア ウ ト カ ム  

・ 糖 尿 病 標 準 化 死 亡 比 の 低 下  

・ 糖 尿 病 有 病 者 の 抑 制  

・ 健 診 有 所 ⾒ 者 （ ⾎ 糖 値 ） の 割 合 の 減 少  

実 施 計 画  

H30 H31 H32 H33 H34 H35 

継 続 実 施  ⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  

⾒ 直 し ・  

継 続 実 施  
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第５章 計画の推進 

 

１ 計画の公表及び周知 

  この計画を推進するため、計画を町ホームページに掲載するなどして公表し

ます。また、様々なイベントや会議等の機会を利用して、計画の概要を周知し

ます。 

 

２ 計画の評価方法及び見直し 

  計画期間の最終年度（平成３５年度）に、計画に掲げる目標の達成状況及び

事業の実施状況に関する調査及びデータ分析を行い、実績に関する評価を行い

ます。 

  この結果は、計画（目標値の設定、取り組むべき事業等）の内容の見直しに

活用し、次期計画の参考とします。 

  また、計画の期間中においても、目標の達成状況や事業の実施状況の変化等

により計画の見直しが必要になった場合は、必要に応じて修正します。 

 

３ 計画推進にあたっての留意事項 

  データ分析に基づく保険者の特性を踏まえた計画を策定するため、国保連合

会が行うデータヘルスに関する研修に事業運営にかかわる担当者（国保、健康

づくり、介護部門等）が積極的に参加するとともに、事業推進に向けて協議す

る場を設けるものとします。 

 

４ 実施体制及び関係団体との連携 

  この計画の実施にあたっては、関係所管課（健康推進課、住民福祉課等）並

びに三戸町国民健康保険運営協議会、三戸町健康づくり推進協議会及び三戸町

地域ケア会議など、関係団体等と協力、連携して進めます。 

 

５ 個人情報の保護  

本計画の策定及び実施にあたって、個人情報の取扱いについては、「個人情報

の保護に関する法律」及び「三戸町個人情報保護条例」を遵守し、これを適正

に管理します。 

 

６ 地域包括ケアに係る取組  

高齢者等が住み慣れた地域で継続して生活するため、医療、介護、予防、住

まい、生活支援など暮らし全般を支えるための直面する課題などについての議

論（地域ケア会議）に国保保険者として参加します。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期データヘルス計画 

（三戸町国民健康保険保健事業実施計画） 

及び第３期三戸町特定健診等実施計画 

   

発行年月  ２０１８年３月 

発  行  三戸町 

編  集  三戸町健康推進課 健康づくり班 

三戸町住民福祉課 国保環境班 

 

 




